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寝屋川市規則第 19 号 

 

寝屋川市障害者計画等推進委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例（昭和 39 年寝屋

川市条例第 27 号）第３条の規定に基づき、寝屋川市障害者計画等推進委員会

（以下「委員会」という｡)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員 21 人以内で組織する。 

（委員） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 公募による市民 

 ⑵ 障害者の福祉に関し識見を有する者 

 ⑶ 関係機関から推薦を受けた者 

２ 委員の任期は、３年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを定

める。 

２ 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 



４ 委員会の会議は、年１回以上開催するものとする。 

（専門部会） 

第６条 委員会に、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、当該専門部会における検討の状況

及び結果を委員会に報告する。 

（資料の提出等の要求等） 

第７条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、

関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

２ 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前

項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（報告） 

第８条 委員会は、毎年度、審議の結果を市長に報告するものとする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、保健福祉部障害福祉室において処理する。 

（委任） 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この規則は、平成 27 年８月１日から施行する。 

 

 

 



障害者基本法（昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号） 

最終改正：平成二十三年八月五日法律第九十号 

（障害者基本計画等） 

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者の

ための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府

県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければな

らない。 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を

踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策

定しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案

を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなけれ

ばならない。 

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあ

つてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 

７ 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならな

い。 

８ 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は

市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければなら

ない。 

９ 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更に

ついて、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。  

出典(内閣府 HP)：http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/s45-84.html#fusoku 

 



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（平成十七年十一月七日法律第百二十三号） 

最終改正：平成二六年六月二五日法律第八三号 

（市町村障害福祉計画）  

第八十八条  市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に

基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものと

する。  

２  市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項  

二  各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの

必要な量の見込み  

三  地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項  

３  市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定め

るよう努めるものとする。  

一  前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必

要な見込量の確保のための方策  

二  前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号

の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業

リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項  

４  市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その障害の状況その他の事

情を勘案して作成されなければならない。  

５  市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の

事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努め

るものとする。  

６  市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉

法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福

祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  

７  市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

８  市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この項及び第八十九条第六項におい

て「協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする

場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。  

９  障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定

め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。  

１０  市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事

項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。  

１１  市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知

事に提出しなければならない。  

 

出典(内閣府)：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html 



○寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例 

昭和 39年 12月 19日 

条例第 27号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項

の規定に基づき、寝屋川市に設置する執行機関の附属機関について必要な事項

を定めるものとする。 

(平 7条例 9・一部改正) 

(設置) 

第 2 条 法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、寝屋川市が設置する

執行機関の附属機関は、別表のとおりとする。 

(平 7条例 9・一部改正) 

(委任) 

第 3 条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他附属機関について必要な

事項は、その附属機関の属する執行機関が定めるものとする。 

(平 7条例 9・一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(平 22条例 3・旧附則・一部改正、平 24条例 16・旧第 1項・一部改正、平 25条

例 5・旧附則・一部改正) 


